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令和８年度福島イノベ構想推進産業人材確保事業 

（短期滞在型インターンシップ等）受入企業募集要項 

 

１ 事業概要 

本事業は、福島イノベーション・コースト構想（以下「イノベ構想」という。）に関連する県内

企業における人材確保を目的として、求職者および大学生等を対象に、短期間の職場体験（イン

ターンシップ等）を実施するものです。 

インターンシップ等を通じて、参加者の就業理解を促進し、企業と人材のマッチングを図ると

ともに、企業の採用活動・人材育成にかかる負担軽減を目指します。 

 

２ 受入対象者 

受入対象者は、次に掲げる者とします。 

ア 常時雇用を目的として就職活動を行っている求職者（県外を含む） 

イ 大学生（県外を含む） 

ただし、当該年度において「復興知事業」における企業へのインターンシップに参加し

た者を除きます。 

 

３ 受入企業の要件 

次の（１）から（３）のすべてに該当する企業（事業所）とします。 

（１）企業の範囲 

以下のいずれかに該当すること。 

ア イノベ構想区域（いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富

岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村）に事業所を有し、イ

ノベ構想主要プロジェクト（廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、

農林水産業、医療関連、航空宇宙）に関連する事業を実施している企業等 

イ その他、事業の趣旨から県が適切と判断する企業等 

※ 主要プロジェクトとの関連性は、製品・部品の製造、メンテナンス等の実施状況をヒア

リング等により確認します。 

（２）求人状況 

ハローワークに一般求人を提出している、または、インターンシップ等参加者を雇用する

可能性があること。 

（３）事前了解 

別紙１「受入企業に事前に了解していただきたいこと」を了解していること。 

 

４ インターンシップ等の実施内容 

（１）実施時期 
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令和８年７月～翌１月 

（２）実施期間 

１回あたり３日間～１０日間 

（３）受入人数 

１名～数名（１社１回あたり）、合計１０名程度 

（４）宿泊の取扱い 

宿泊を認めるが必須ではない（広く募集し、人材確保につなげるため） 

 

５ 経費負担 

（１）イノベ機構が負担する経費（参加者分） 

ア 交通費（自宅～宿泊施設～企業） 上限 50,000 円程度（実費） 

イ 宿泊費（前泊、後泊含む） １泊上限 15,000 円（実費） 

ウ 食費（インターンシップ等の期間のみ、移動日を含まない）１日 2,000 円（定額） 

エ 傷害保険・賠償責任保険の掛金 

※参加者の交通手配（自宅・宿泊施設・企業間の移動）や宿泊先の手配業務については、イ

ノベ機構が旅行代理店等へ委託して実施する予定です。 

（２）受入企業が負担する経費 

消耗品、教育資料、被服（作業服・安全靴等）、実習材料等 

（３）その他 

疑義が生じた場合には、受入企業とイノベ機構が協議することとします。 

 

６ 受入企業の役割 

ア インターンシップ等のカリキュラム策定 

イ 指導担当者の選任 

ウ 被服、教育資料、実習材料等の準備 

エ 初日の安全教育を含むオリエンテーションの実施 

オ インターンシップ等（職場体験、実習）の実施 

カ 日誌確認等による出勤状況の把握 

キ 最終日の振り返りの実施 

ク 必要に応じたイノベ機構との連絡調整 

コ その他インターンシップ等の実施に関して必要な業務 

 

７ 申込方法 

（１）提出書類 

①別紙２「受入企業登録申込書」 

②写真２枚程度（社屋・工場の外観、業務従事風景など） 

参加者募集時にイノベ機構のホームページに掲載します。 
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（２）提出方法 

電子メールに添付 

（３）提出先 

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 （担当 人材育成支援課） 

メールアドレス sanjin@fipo.or.jp 

（４）申込期限 

最終期限を令和８年１２月１５日（火）午後５時とします。 

 

８ 申込後の流れ 

申込後、以下の手順で進めます。 

① 申込内容の審査・協議 

② 受入企業としての登録 

③ 登録のお知らせ（イノベ機構→企業） 

④ 参加者募集 

⑤ 一次選考（書類選考） 

⑥ 二次選考（参加者、企業、イノベ機構の３者によるオンライン面談） 

⑦ 参加者決定（受入企業、時期等） 

⑧ インターンシップ等の受け入れの準備（受入企業） 

⑨ インターンシップ等の実施（受入企業） 

⑩ アンケートへの協力（受入企業） 

⑪ 参加者向けアンケート結果のフィードバック（イノベ機構→企業） 

⑫ 採用意向調査への協力（受入企業） 

 

９ その他 

受入企業として登録された場合でも、選考に合格した対象者がいない場合には、インターンシ

ップ等を実施しません。 

 

１０ 問い合わせ先 

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 人材育成支援課 

福島市中町１番１９号中町ビル６階 

電話 024-581-6897 

E-mail sanjin@fipo.or.jp   （担当 かくた、やまだ） 

 

 


